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１．生活困窮者自立支援制度の在り方や

関連施策との関係について



議論の視点と主な意見
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ʾ新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について

ー 新型コロナウイルスの影響や、令和３年４月に施行された改正社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業

を始めとした、地域共生社会の推進を踏まえた生活困窮者自立支援制度の在り方の検討
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〈第１回論点整理検討会〉

○ 地域共生、孤独孤立等、困窮法施行以降の新たな動きと困窮制度との関係整理・連携が必要ではないか。
（宮本座長、朝比奈構成員、綾構成員、勝部構成員）

○ 「分権的・創造的な支援」という制度の理念がある一方で、事業が分立していることで、現場にとって使い
づらいものになっていないか。（五石構成員）

〈第１回ワーキンググループ〉

○ コロナ禍もあり、制度の理念である、狭間を生まない、横串を刺す、申請主義的でなくアウトリーチを取り
入れた相談支援、伴走型支援などが変質しているのではないか。（立岡構成員、松嶋構成員、名嘉構成員）

○ コロナ渦では経済的な困窮度は低いが孤立している人など相談につながりにくくなり、支援対象者が狭窄化
しているのではないか。困難時にも制度の理念を実践でき得るのか検証する必要がある。（鏑木構成員）

○ 重層的支援体制整備事業では生活困窮分野という括り方をしているが、生活困窮者がカテゴライズされてき
ていることに懸念がある。（中島構成員）

○ 困窮制度は、コーディネート機能を発揮すれば重層的支援体制整備事業の中核となり得るが、各自治体にそ
うした発想がない場合は、他のサービスと横並びとなり、その特質が十分に活かされなくなってしまう。
（名嘉構成員）



（１）生活困窮者自立支援制度の理念や在り方
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生活困窮者自立支援制度の理念と課題
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ḱ פּ

○生活困窮者本人の状態に応じて自立の形は多様であることを理解し、本人
の意欲や想いに寄り添った支援を行うこと。

○相互の信頼関係を構築し、一個人として対等な関係性を保つこと。

︢ שּ

○生活困窮者の早期発見・見守りのため、地域のネットワークを構築し、公
的支援のみならずインフォーマルな支援や地域住民の力も含め充実するこ
と。

○地域課題を解決するという視点から、生活困窮者の働く場や参加する場を
広げていくこと。

פּ

○生活困窮者やその世帯が抱える多様かつ複合的課題に包括的に対応するこ
と。

○地域の関係機関・関係者との連携を図ること。

○社会的自立から経済的自立へ、個々人の段階に応じて最適なサービスや制
度を提供すること。

○「待ちの姿勢」ではなく、地域のネットワークの強化による情報把握や訪
問支援など、積極的に生活困窮者との接点を見つける努力をすること。

○本人の状況に合わせて、切れ目なく段階的・継続的に支援を提供すること。
○制度に基づく支援が終結した後も、地域全体で継続的な支援を考えること。

ḱ
○地域が主体となって、社会資源を適切に把握し、不足している場合は積極

的に創造していくこと。
○官と民、民と民が協働し、それぞれの地域にあった柔軟で多様な取組を行

うこと。

上記課題に加え、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による相
談者数の増加と相談者像の変化
に伴い、住居確保給付金や特例
貸付等の事務が増加し、個人の
自立に向けた支援が行えないな
ど、理念に基づいた支援がより
困難な状況になっている。

○支援員やアウトリーチ人員の充

実

○自治体における潜在的な支援

ニーズの調査・把握

○相談員の能力向上

○活用可能な社会資源の把握・開

拓

○地域づくりのノウハウ

○他分野や他の支援機関との連携

強化

○任意事業の実施率向上

○プランにおける目標設定や支援

終結の考え方

○支援会議の設置促進
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○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じたきめ細かい支
援を実施することが重要である。また、支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が
生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要である。

○ さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要である。

連携通知（注）で示した連携の例

30 10 1

（自立相談支援機関）

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

・対象者の早期
発見に向けた連
携、困窮制度の
活用による市町
村単位での支援

（地域包括支援
センター等）

（地域自殺対策推
進センター等）

（教育委員会、
スクールソーシャ
ルワーカー等）（居住支援

協議会等）
（税務担当部局）

（年金事務所等）

・住宅セーフティネット制
度と連携した住居に関す
る課題への対応 等

（福祉事務所）

（農政担当部局等）

（消費生活相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

כֿקּ
（ひきこもり地域支援
センター）

ḱ
（子ども・若者支援地域協議会等）

（保護観察所等）

・生活保護へのつなぎ、生活保護脱却
後の困窮制度の利用（連続的な支援）

・個々の家庭の状況に応じた
専門的・効果的な支援

・児童虐待防止に係る対応 等

・「8050問題」等に対する世帯
全体への包括的な支援

・協議会の効率的な開催 等

・障害や世帯の課題に応じた
連携した対応

・認定就労訓練事業の担い手
確保 等

・自殺の危険性が高
い者への連携した
対応

・インフォーマルな
支援の創出

・地域共生社会の実
現に向けた地域の
ネットワーク強化
等

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用

・求職者支援制度の活用 等

・子どもの状況の背景にある世帯の課題への対応
・高校等の中退の未然防止や学び直しの支援 等

・納付相談に訪れ
る者のつなぎ

・納付相談に訪れる
者のつなぎ

・国民年金保険料免
除制度の周知 等

・納付相談に訪れる者のつ
なぎ

・所得の低い世帯への配慮
措置の周知や申請手続き
の援助

・保険料（税）滞納者への
連携した対応 等

・多重債務者に対す
る専門的な支援と家
計改善支援の連携

・農業分野におけ
る就労の場の確
保（農福連携）

・支援調整会議と子ど
も・若者支援地域協
議会の連携（共同開
催等）

・子ども・若者総合相
談センターとの連携

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

ḭ
（ハローワーク、
地域若者サポート
ステーション等）

（社会福祉協議会、
民生委員・児童委
員、よりそいホッ
トライン等）

（障害者就業・生活支援
センター等）

ḭ

（児童相談所等）
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（２）地域共生社会・重層的支援体制整備事業の概要



各制度の趣旨
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○ 生活困窮者自立支援制度は、生活に困窮するおそれのある者や生活困窮の状態にある者（世帯）に対して、生活保護受

給に至る前の段階で支援を行うことによって、課題がより複雑化・深刻化する前に自立の促進を図るものであり、「本人

の尊厳を保持した包括的かつ早期の支援」と「支援を通じた地域づくり」という理念のもと、生活全般にわたる包括的な

支援を提供する仕組みづくりの実践を積み重ねてきた。

ḱ

○ 地域共生社会は、こうした包括的支援と地域支援を総合的に推進するという生活困窮者自立支援制度の考え方を他の福

祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したものであり、重層的支援体制整備事業（重層事業）は、この理念を実現する

ための１つの仕組みである。

平成27年９月 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（「新た
な福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告）

平成28年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」（閣議決定）に地域共生
社会の実現が盛り込まれる

10月 地域力強化検討会の設置（平成29年９月とりまとめ）

平成29年５月 社会福祉法改正案（地域包括ケアシステムの強化のため
の介護保険法等の一部を改正する法律案）成立

平成30年４月 改正社会福祉法の施行

令和元年５月 地域共生社会推進検討会（同年12月とりまとめ）

令和２年６月 社会福祉法等改正法案（地域共生社会の実現のための社
会福祉法等の一部を改正する法律案）成立

令和３年４月 改正社会福祉法施行（重層的支援体制整備事業部分）

平成20年９月 リーマンショックの発生

平成24年４月 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関
する特別部会」開催（平成25年１月とりまとめ）

平成24年８月 社会保障制度改革推進法案 成立

平成25年12月 生活困窮者自立支援法案 成立

平成27年４月 生活困窮者自立支援法の施行

平成29年５月 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部
会」開催（同年12月とりまとめ）

平成30年６月 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立
支援法等の一部を改正する法律案 成立

平成30年10月
平成31年４月

改正生活困窮者自立支援法の施行

ṕ Ṗֿכ
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※Ⅰ～Ⅲの３つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。
（ア）狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する
（イ）地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、相談支援へ早期につながる
（ウ）災害時の円滑な対応にもつながる

Ẇ

Ẇ Ṍ
Ẇ

社会福祉法に基づく新たな事業（ṡ Ṣ）の創設

ṕẑṖ ṕ8050
Ṗ ṕ Ṗ

○ 各支援機関・拠点が、属性を超えた支援
を円滑に行うことを可能とするため、国の
財政支援に関し、高齢、障害、子ども、生
活困窮の各制度の関連事業について、一体
的な執行を行う。

高齢分野の
相談・地域づくり

障害分野の
相談・地域づくり

子ども分野の
相談・地域づくり

生活困窮分野の
相談・地域づくり

属性・世代を
問わない

相談・地域づ
くりの実施体

制

ḱ שּ

⇒新たな参加の場が生ま
れ、地域の活動が活性化

נּ

שּ וֹ

Ṍ

ḱ ךּ וֹ
ḱ ṇ ṇ
ḱ ṇ

ḱ קּ ḭ
ḱ קּ ךּ ṇ
ṕ Ṗ

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にな
いひきこもり状態の者を受け入れる 等

ṕ ṇ
Ṗ
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○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、 において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例
については につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、 ṇ ︢ により本
人との関係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、 שּ を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめ

ざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

ṕ Ṗ

B

C

A

ṕ Ṗ
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︡ḭ פּ ︡ ךּ ךּ ḭ ︡פּ ḭ ︡
צּ קּ לּ

・本人と参加支援事業者との面談時、本人から「もうお店では調理を行うことができない」との話を聞き、身体的に無理のない範囲で、
調理の経験を活かせる機会を探すこととした。

・一方、地域において、男性の集まる機会をつくりたいといった声が自治会内であったため、参加支援事業者から「男性の料理教室」の
開催を提案するとともに、本人に料理教室の講師役を依頼。参加支援事業者も当初アシスタント役として活動を支援。

כֿקּ ךּ ḭ צּ ḭ ︡ ︡ Ḯלּ

・重層的支援会議でアウトリーチ等事業者から、本人が得意なイラストを何かに活かせないかとの提案あり。
・本人の了解を得てイラストを借り受け、参加支援事業者から福祉事業所等に活用の機会が無いか相談。
・事業所から挿絵の作成依頼を受け、広報誌へ掲載してもらうようになった。
・挿絵の内容の打合せ等については、徐々に本人と事業所間でメールでやりとりできるようになるよう支援。

17

צּ ︡ צּ ךּ ṇ קּ ︡ ךּ Ḯ

・いわゆる８０５０世帯であったが、老親が他界し、ひきこもり状態であった50代男性が単身で生活することになったが、一人で食事
の準備等を行うことが困難であり、生活上の支援が必要となった。

・近隣で受入可能な施設を探したところ、養護老人ホームに空きがあったことから、高齢者福祉担当及び養護老人ホームと調整の上で、
一時的な住まいとして活用。養護老人ホームには居室と食事の提供を依頼。

・参加支援事業者が施設を訪問し、本人との面談を行った上で、退所に向けた相談支援を実施。

ọ ךּףּ ḭ שּ ṇ ךּ Ḯ

・障害者総合支援法に基づくサービスの支援対象とならないが、人とのコミュニケーションが苦手で就労に至っていない者について、
本人の状態に応じた活動ができる場を探すこととした。

・本人の希望も確認しつつ、近隣でパソコン等の作業を実施している就労継続支援Ｂ型事業所に協力を依頼。
・就労継続支援Ｂ型事業所の空き定員の範囲で同時に作業等を実施することとし、就労継続支援Ｂ型事業所には声かけと見守りを依頼
・参加支援事業者が定期的に就労継続支援Ｂ型事業所を訪問し、本人の相談支援に応じ、段階的な就労などに向けた支援を実施



ṇ ṇ

ḱ

פּ

︡

שּ

Å

Å
Å

Å

Å ṕ
Ṗ

Å

Å

פּ

שּ

︡

︡

שּ

Ḳ Ệ

Â重層的支援体制整備事業における「プラットフォーム」とは、分野、領域を超えた地域づくりの担い手が出会

い、新たなつながりの中から更なる展開を生むための“場” （拠点だけではなく、機会等も含む）を指す。

Âこうした地域のプラットフォームは、地域に一つではなく多様に存在していることが重要であり、多様性を確

保するためには、既存の協議の場等を把握し、活用しながら整備していくことが求められる。

Â行政主導の展開ではなく、これまでつながりが薄かった様々な関係者が新たに出会い、気づきや学びを得て、

目指す方向性や将来像を共有しながら、地域における多種多様な活動が活性化されていくプロセスが、地域自

体の継続性を高めることにもつながっていく。
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生活困窮者自立支援制度との関係性

21

子
ど
も

障
害

高
齢

生活保護

生活困窮

子
ど
も

障
害

高
齢

生活困窮

重層的支援体制整備事業

生活保護

地域共生社会の実現 地域共生社会の実現

複合的な課題 関係性の貧困
狭間のニーズ

各制度の役割

は縮小しない

重層事業における
取組を活用するこ
とにより、各制度
の取組に広がりが

生まれる

○ 生活困窮者自立支援制度は、重層事業を構成する重要な制度である。

○ 重層事業は、一体的実施の対象とされた各事業の機能を代替するものではなく、従来のどの制度でも対応が難

しい地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、制度間の連携を容易にすることにより、市町村

における包括的な支援体制を整備するものである。

○ 他方で、重層事業における参加支援事業や地域づくり事業等の取組を活用することにより、生活困窮者自立支

援制度としても各事業の取組や支援方法等に広がりが生まれる。



（３）その他の関連施策

・ 孤独・孤立

・ ひきこもり

・ ヤングケアラー 等
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＜ 2021 ḭנּ ḱ אל ＞

○ ḱ בֿ ךּ︣ ︣
・ 孤独・孤立の実態を把握するための全国調査を実施し、年度内目途に結果公表
・ 各種支援制度や相談先を案内するホームページ(一般向け)を11月に運用開始

○ ḱ ךּ בֿ
・ 電話・SNS相談の24時間対応の推進、相談支援に当たる人材の育成支援(予算要求)

○ ṡ צּ Ṣ קּ שּ ︣
・ 子ども食堂、フードバンク活動の支援、子育て支援拠点など居場所の確保、

地域における包括的支援体制を推進（予算要求）

○ ḱ NPO קּ שּפּ ︡ḭ ḱ ḱNPO
︣

・ NPO等支援団体の活動へのきめ細かな支援（予算要求）
・ NPO等支援団体との連携の基盤となるプラットフォームの形成（関係団体と調整中）

＜ ṡ ḱ Ṣ ＞
これまでの施策からさらに強化すべき点を含め、NPO等関係者の意見も踏まえて検討し、
重点計画を年内に取りまとめ

ḱ ︡ אל ךּ ︣
24



Ẇ כֿקּ ︡
Ẇ כֿקּ ṇ ṇ ṇ
Ẇ אל
Ẇ כֿקּ ︣ ḭ
Ẇ כֿקּ
Ẇ ḭ ḭ ḭ פּ

ṇ

ғѮѴңҫ Ấ ἇӚԒӞ͒

כֿקּ
טּ

כֿקּ
טּ

Ẇ ︢ ṕ Ṗ רּ
Ẇ ︢ ḱ
Ẇ ṇ

ἇ ◓͠ ͡

Ẇ
Ẇ ḱ ḱ וֹףּ
Ẇ כֿקּ ךּצּ

ἇ ◓͠ Ẏ͡

ῖ │ ἇ ͠ ͡

כֿקּ ṇ

כֿקּ ṇ ṇ ṇ
ṇ

וֹ ṕ Ṗ
Ẇ ḭ Ẇ שּ
Ẇ ṇ Ẇ ḱ
Ẇ ṇ שּ Ẇ כֿקּ ṇ ṇ
ẑ כֿקּ ṇ ṇ

ғѮѴңҫӔӼ͒ӧ ◓

קּ

ғѮѴңҫ ἇҌ ἿѸҀ ◓͠ ҏ Ẏ ͡

Ẇ כֿקּ ṕ ṇ ṇṖ
ṡ כֿקּ ṇ ṇṢ

︣
Ẇ כֿקּ ︣

︡

ғѮѴңҫ ἇҌּזҰҬ ҏ ◓

β

כֿקּ ṇ

SNS ḭ
ṇ כֿקּ ḱ

ғѮѴңҫ ͠ӳӁӔӼ͒Ӟ͒͡ ҌҩҬSNS̼ ҌҩҬ ἇ

Ẇ כֿקּ ︣

Ẇ כֿקּ ︣
ṇ

שׁ∩ ҉

כֿקּ

25

https://3.bp.blogspot.com/-EY5xJI9HiWQ/W-0gvN12vSI/AAAAAAABQMc/NjfBJlcgZ5EcVQi4_xwfmTSoODH4OrzigCLcBGAs/s800/kaigi_school_blazer.png
https://3.bp.blogspot.com/-TIBoUJRm9lk/XAY6IDGdwOI/AAAAAAABQhU/t2AJMjngyA8nR-2xI7HohhL_IJZoTjYpACLcBGAs/s800/pose_gutspose_couple.png
https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/1252681&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0i96aj8PQAhWKT7wKHYDODW8QwW4INjAQ&usg=AFQjCNFfvxtkPh8N1guS6SbxRueSRCVHpw


Ж ҌѫѲҬԃԒӏӐӁԈ͒ҏ ἇҌ‰ѺҬ

ɢɱȮȯȠɧɶǵὕ ǲ ǠȒ

ɢɱȮȯȠɧɶǵ ̝ ↓ׄʣǵǦȈǵⅎḸᵃ

ẉ ǲȏȒɢɱȮȯȠɧɶǿǵ ǵ᷀ȑ ǲ ǠȒ

26



特定の属性・状況への

社会的関心の高まり、

支援策の充実

就職氷河期
世代

孤独・孤立

ヤング
ケアラー

ひきこもり

ひとり親世帯

相互に連携した

支援・つなぎ

関係支援機関・施策

関係支援機関・施策

関係支援機関・施策

関係支援機関・施策 関係支援機関・施策

○ 平成27年に生活困窮者自立支援法が施行されて以降も、「就職氷河期世代」「孤独・孤立」「ヤングケアラー」といった、

特定の属性・状況に着目した支援策が取りまとめられてきた。

○ 生活困窮者自立支援制度は、特定の属性・状況にとどまらず、それらが複合的に絡み合っている場合も含めた「生活困

窮」を対象としているものである。生活困窮者自立支援にあたっては、自立相談支援機関等がこうした特定の属性・状況に

着目した重点的な支援策の状況をリアルタイムで把握するとともに、それぞれの関係機関等にも困窮制度を周知することで、

相互に支援や適切なつなぎに活用できる仕組み（研修や国からの連携した周知等）が重要ではないか。

ひきこもり

就職氷河期
世代

孤独・孤立

ひとり親世帯
ヤング

ケアラー

27



連携の促進について

○ 連携における「顔の見える関係」には、①顔が分かる関係、②顔の向こう側が見える関係、③信頼できる

関係の３つの内容が含まれる。①の関係でなく、②や③の関係を築くことにより、連携が円滑になる。

○ 地域連携の促進要因は、地域の中で「話す機会がある」ことであり、考え方や価値観、人となりが分かる

ような話し合いの機会を継続的に地域の中に構築することが有用。

顔が分かる関係

顔の向こう側が見える関係

信頼できる関係

「話す機会がある」

グループワーク・日常的な会話・患者を一緒

に診ることを通じて、性格、長所と短所、仕

事のやり方、理念、人となりが分かる

名前と顔が分かる

考え方や価値観・

人となりが分かる

信頼感をもって一

緒に仕事ができる

出典：森田達也ら「地域緩和ケアにおける「顔の見える関係」とは何か？」（『Palliative Care Research』7巻1号, 2012年, P.323-333）より作成

（参考：Optim’s-pt 上原久氏作成資料） 28



検討の視点

29

○ 制度創設当初に掲げられた生活困窮者自立支援制度の

理念や支援のあるべきかたちが変質しているとすればど

のような点か。また本来の姿に立ち返るために、どのよ

うな見直しや取組の推進を図るべきか。

○ 地域共生社会の実現に向けた検討の中で整理がされた

理念について、生活困窮者自立支援制度においてどのよ

うに共有を図っていくのか（人材養成研修の在り方等）。

○ 重層的支援体制整備事業における取組も踏まえ、分野

横断的な課題解決（地域の実情に応じた参加の場の創出

等）の推進のため、どのような対応が考えられるか。

○ 生活困窮者自立支援制度として、どのような分野とど

のように連携を促進していくか。

ḱ

○ 生活困窮者自立支援制度の施行から７年が経ち、さら

に、新型コロナウイルス感染症により自治体、生活困窮

者自立支援の現場が大きく影響を受ける中、制度創設当

初に掲げられた生活困窮者自立支援制度の理念や支援の

在るべきかたちが変質しているとの指摘がある。

○ 地域共生社会は、生活困窮者自立支援制度における包

括的支援と地域支援を総合的に推進するという考え方を

他の福祉分野や政策領域にも広げ、共通理念化したもの

であり、目指す支援のあり方・理念に重なりがある。

重層事業の実施の有無に関わらず、生活困窮者自立支

援制度においても、地域共生社会の実現を図っていくこ

とが重要である。

○ 重層的支援体制整備事業においては、特に、参加支援

事業や地域づくり事業において、関係機関や民間企業等

と連携して、多様な参加の場を増やすための取組が進め

られている。

○ 孤独・孤立対策やひきこもり支援、ヤングケアラー支

援については、特定の課題や特性に着目して支援を行う

ものであるが、生活困窮者自立支援制度の対象者像と重

複する部分も大きい。



２．地域の支援関係機関・関係分野との

連携強化について



議論の視点と資料構成

31

ʾ孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について

ー 新型コロナウイルスの影響も受け、深刻な社会的孤立状態にある方の把握・支援を含む関係機関・関係分野

との連携の促進に向けた検討

ể ךּףּ אל

ể ḭ ể ṇ ṇ וֹףּ ךּ

〈第１回論点整理検討会〉

○ 窓口につながっていない支援が必要な方を把握をするには、支援者目線だけでなく、当事者目線や日常の
関係性の中でどう支援につなげていくかという議論をしていかないといけないのではないか。（奥田構成員）

〈第１回ワーキンググループ〉

○ 困窮制度でキャッチした地域社会の課題について、困窮制度の中だけでなく、他分野や他の支援機関と連
携して解決していくことが重要。(朝比奈構成員、穴澤構成員、尾﨑構成員、名嘉構成員、松嶋構成員)

○ 高齢、障害、子どもなど他分野の支援が必要な場合に、専門性を持った機関につなぐという困窮制度のハ
ブとしての機能・役割を明確化することが重要。（間海構成員、村木構成員）

○ 孤独・孤立への対応は検討の大きな柱。ひきこもりや不登校、虐待・ＤＶなど、困窮制度でどこまで受け
止めることができたのか。他施策の相談支援の状況や潜在的相談者層も踏まえて議論する必要がある。（谷口
構成員）

○ 困窮制度の関連領域についても、自治体レベルで計画等に反映・連携すべきではないか。（穴澤構成員、
谷口構成員）

○ 困窮者支援の中で被災者の孤立・孤独を防止し、継続してサポートしていくことが重要。（立岡構成員）

○ 重複排除ではなくて連携領域の推進も検討すべきではないか。（谷口構成員）



55.8%

22.2%

25.2%

17.5%

19.0%

31.0%

11.6%

29.3%

13.8%

18.5%

6.9%

7.5%

9.3%

32.8%

26.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１．生活保護・福祉事務所

２．高齢者福祉

３．障害者福祉

４．地域福祉

５．児童福祉

６．ひとり親

７．自殺対策担当

８．地域包括支援センター

９．児童相談所・児童家庭支援センター

10．障害者就業・生活支援センター

11．地域子育て支援センター

12．成年後見制度に係る中核機関

13．婦人相談所・配偶者暴力相談セン…

14．国民健康保険

15．年金

新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について①

○ 生活保護・福祉事務所やハローワークとの連携強化が多いものの、その他にも障害者福祉、ひとり親、地域包括支

援センター、税・保険部局、市町村営住宅、雇用・産業など、幅広い分野で新たに連携強化が図られた。

32

行政機関

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活
困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査（北海道総合研究調査会）

赤枠：25％以上の項目

第１回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会（令和３年10月25日）資料（一部修正）

35.4%

32.5%

21.8%

21.5%

15.3%

1.9%

20.0%

11.6%

8.8%

14.6%

28.9%

50.9%

19.8%

17.7%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

16．市町村税

17．市町村営住宅

18．都道府県営住宅

19．水道

20．教育委員会

21．消防

22．保健所・保健センター

23．消費生活センター

24．警察

25．年金事務所

26．雇用・産業

27．ハローワーク・マザーズハローワーク

28．地域若者サポートステーション

29．職業訓練機関

30．その他



19.6%

10.6%

6.7%

9.5%

20.1%

21.5%

11.2%

3.9%

15.3%

6.2%

2.1%

2.6%

15.1%

23.5%

1.7%

13.8%

2.2%

0% 20% 40% 60%

47．NPO法人・ボランティア団体（46以外）

48．経済団体（商工会議所や事業協同組合等）

49．生活協同組合

50．農業者・農業団体

51．民間企業（求人開拓）

52．民間企業（就労体験等の協力事業所）

53．町内会・自治会、福祉委員

54．その他の地域住民

55．電気・ガス等の供給事業者

56．介護サービス事業者

57．新聞配達所

58．郵便局

59．居住支援協議会

60．不動産業者、家主等

61．日本政策金融公庫

62．多文化共生センター等外国人支援団体

63．その他

56.3%

13.2%

37.9%

2.2%

2.2%

23.5%

11.6%

4.5%

4.5%

9.7%

10.3%

7.6%

3.9%

5.6%

25.0%

41.0%

0% 20% 40% 60%

31．社会福祉協議会

32．社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）

33．法テラス・弁護士（会）・司法書士会

34．消費者保護団体

35．医師会

36．医療機関（精神科）

37．医療機関（上記37「精神科」以外）

38．更生保護施設等

39．保育所・幼稚園

40．小学校

41．中学校

42．高等学校

43．その他の学校・大学等

44．教育支援関係者・団体

45．民生委員・児童委員

46．フードバンク活動団体

新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について②

○ 社会福祉協議会に加え、法テラス・弁護士等、フードバンク活動団体と新たに連携を強化した自治体が25％以上

見られた。

33

行政機関以外

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活
困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査（北海道総合研究調査会）

赤枠：25％以上の項目

第１回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会（令和３年10月25日）資料（一部修正）



自立相談支援機関とフードバンクとの連携状況

○ フードバンクから提供される食品受取先として、「生活困窮者支援団体」は約７割となっている。

○ フードバンクが行政に期待することとして、「生活困窮者行政窓口を訪ねた際のフードバンクに関するき

ちんとした説明や対応」が挙げられている。

フードバンクから提供される食品受取先

34※ 平成３１年度持続可能な循環資源活用総合対策事業（農林水産省）「フードバンク実態調査事業報告書（令和２年３月公益財団法人流通経済研究所）」
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2016年度調査結果(73) 2019年度調査結果(116)

β客年の（ ）内数値は、集計対象フードバンク数。

βグラフは2019年の回答率の降順。

■ フードバンクが行政に期待する主な意見の一つに、「生活困窮者が行政窓口を訪ねた際のフードバンクに関するきちんとした
説明や対応」が挙げられている。

回
答
率

％



自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例

○ 自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例をみると、フードバンクから自立相談支援機関に

つながるほか、自立相談支援機関が窓口となって食糧提供を行ったり、フードバンクにつないで食糧提供が

行われている例が見られている。

自立相談支援機関とフードバンクとの連携の具体的事例

35

フードバンク

フードバンクと連携して直接自立相談支援機関

が食糧を提供する場合

自立相談支援機関

相談者

①手持ちの所持金が
ない等の相談

②食糧提供の依頼③食糧を提供

自立相談支援機関がフードバンクにつなぐ場合

④相談者へ
食糧を提供

自立相談支援機関

相談者

①手持ち
の所持金が

ない等の相談

②フードバンクへの
個人情報提供の同意

をもらう

フードバンク

③本人同意を得た上で
フードバンクへ連絡

④相談者へ食糧を提供



自立相談支援機関と生活協同組合との連携による食料提供の支援（三重県鳥羽市）

○ 三重県鳥羽市では、令和３年度に自立相談支援機関と生活協同組合が協定を結び、生活協同組合から、

配送キャンセル等により余剰となった食品等を自立相談支援機関に毎月無償で提供している。

（※）生活協同組合としてはフードロス防止、地域福祉の増進等の観点から協力。

○ 自立相談支援機関は、面談を行っている中で支援が必要と考えられる方に対して、個々の状況に応じた

必要な日数分の食料を配布している。

生活協同組合 自立相談支援機関

食べるものがない等
の相談

食品等を提供

毎月、食品等を提供

連携協定

○ 月の食品等の寄贈量は不定量

○ 生活協同組合から提供された食品等については、

賞味期限、消費期限内に提供

○ 管理責任は自立相談支援機関が負う

36
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ṕ Ṗ

○ 滋賀県東近江市では、就労や雇用の課題に関しては庁内の関係各課で横断的な取組を行うことが必要との

共通認識のもと、地元企業との結びつきが強い商工労政課が中心となり、福祉部局と連携して職場定着に向

けた段階的な支援を行っている。

ṕ Ễ Ṗ

人口 114,316人
新規相談受付件数人口10万人当たり
（一月当たり）

76.9件

高齢化率 26.1％
プラン作成件数人口10万人当たり
（一月当たり）

4.7件

保護率 0.63％
就労支援対象者数人口10万人当たり
（一月当たり）

1.6件

就労・増収率(％） 72.7％

直営＋委託（随意契約 単年契約)

ṕ Ṗ

○ ṇ
ṇ ṇ が図りやすい。

○ ︡ḭ
︣ し、行政、事業所、支

援対象者が一体となって職場定着を目指す取組ができる。

ḱ

○障害者の働く場の確保も目指して始まった事業ではあるが、受け
入れ先企業の開拓などが困難。
○障害者の就労支援を専門的に行っている社会福祉法人に自立相談
支援事業の就労支援の一部を委託。委託先担当者と協力し障害が疑
われるケースの対応にあたっている。

しごと支援コーディネーター2名 自立相談就労支援員1名
27 4 פֿ︡ שּ

ṇ Ḯ ḭ
︢ しながら、

קּ Ḯ実習受け入れ先企業には助成金を
支給。

就労支援の庁内就労ネットワーク会議が商工労政課の主催により
定期的に開催。

ṕ 2 Ṗ

１，０５６件 ６４件 ２２件 ３６件 4件

・体験実習を利用することで支援対象者の課題が明確になる。

・オーダーメイドの求人を創り出すことや段階的な雇用が可能

になった。

・福祉部門での就労支援が柔軟で幅の広いものになった。

動労部門との連携に取り組んで良かった点

実習の評価 働き方の検討

企業の協力を得て実習計画を作成

就労意欲の喚起

課題を抱えた求職者

ḹ ἶ

̱ ὕ
ᾦҥ Ồ

ḹὑ

ᾦҥ

福祉部門就労支援員
しごと支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（しごとづくり応援ｾﾝﾀｰ）

˲ ǵ ͪ
᷂Ḣǵ ӓר
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弁護士会との連携（福岡県内複数市） 法テラスとの連携（北海道函館市）

○ 北九州市・中間市・行橋市・遠賀郡と福岡県弁護士会北九州

部会が共催して、法律相談会を開催。

○ 例えば、中間市は弁護士事務所がなく、法テラスの窓口も遠

方なことから、弁護士が月１回程度自立相談支援機関に来所。

相談時間：おおよそ30～45分程度、同相談３回まで

相談内容：債務整理、離婚問題など

利用要件：事前予約制、弁護士相談時は相談者同意のもと、

相談支援員が同席

福
岡
県
弁
護
士
会
北
九
州
支
部

○ 債務整理や離婚問題などの法律相談に関して、弁護士会や法テラスと連携して弁護士による法律相談を定

期的に開催する等の取組が行われている。

○ 平成29年から函館市と法テラス函館が共催し、くらしの困

り事に関する無料相談会を実施。

○ アウトリーチ推進の一環として、関係機関の一つである法

テラス函館と連携し、市内３箇所の会場に２名の弁護士と自

立相談支援機関が出張している。

相談時間：おおよそ40分程度

利用要件：事前予約制、主任相談支援員や相談支援員が同席

年度 相談者数

H29 29名

H30 21名

R1 28名

R2 28名

中間市の場合（平成28年度から）

【相談実績】
自立で複数回相談を受け、

法的課題を抱えたケース

を弁護士会へ依頼

中
間
市
自
立
支
援
機
関
（
以
下
、
自
立
） 伴走支援

弁護士の派遣

相談内容を報告し、

マッチング

法律面からのアセス

メントを行い、自立

との役割分担を行う。



○ 居住支援については、福祉部局と住宅部局だけでなく、労働部局や民間団体と連携して様々な居住支援に

関する取組を実施している。

自
治
体
住
宅
部
局

自
治
体
福
祉
部
局

¸生活困窮者一時生活支援事業のための公

営住宅の使用

Å公営住宅を使用させることができる社会

福祉事業等に「一時生活支援事業」を追

加する等の省令改正（β）が行われ、令

和３年４月１日より施行。

公営住宅

住宅部局と福祉部局

¸求職者支援制度との連携により、ハロー

ワークにおいて、住居確保給付金と職業

訓練受講給付金との併給を可能とする特

例措置をリーフレットを活用して周知す

るとともに、自立相談支援機関において、

求職者支援制度のリーフレットやバナー

広告を活用した周知を行う。

¸（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会

と連携し、民間賃貸物件の家主さん向け

に、生活困窮者自立支援制度に関するガ

イドブックを作成。住居確保給付金をは

じめとする各制度について、家主の理解

促進と、生活困窮が疑われる入居者に対

する制度紹介や自立相談支援機関の窓口

の案内を行う。

労働部局と福祉部局 厚生労働省と民間団体

β は空室

公営住宅の空室を活用した

一時生活支援事業

※公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令

の一部を改正する省令
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¸主な実施方法

Å対象者：生活保護受給世帯、準要保

護世帯（就学援助制度利用世帯等）

Å事業内容：学習支援教室、生活支援

Å委託先：公立大学法人

β委託のほか直営でも実施

¸名護市社会福祉協議会及び日本郵便株式会社沖縄支社と連携し、

名護市内の郵便局において子どもの居場所づくりを行う団体へ

の食品の支援を行う「フードドライブ」の取組を行う。

家庭

家庭

家庭

８
つ
の
郵
便
局

社
会
福
祉
協
議
会

子どもの居場所

子ども食堂

放課後児童クラブ

寄付

回収

リスト化
情報

提供

Å市内郵便局８局に設置したフードボックスに個人が寄付を行

い、集まった食品を事業主管課等が回収し、社会福祉協議会に

て一時保管しリストを作成。リストを市内の関係団体に情報提

供し、食品を受け取り子どもへ届く。

¸主な実施方法

Å対象者：生活保護受給世帯、生活困

窮者世帯

Å事業内容：個別の学習支援、居場所

の常時設置、日常生活の支援、職業

体験、体験活動、保護者への支援

Å委託先：NPO法人

¸他市の高校に通っている子どもが近くにある他市の学習教室

に通うことができるよう、三郷市、八潮市、吉川市と連携し、

他自治体の学習教室を相互利用ができる体制を整備している。

越谷市

吉川市八潮市

三郷市

越谷市

教室

三郷市

教室

八潮市

教室

吉川市

教室

相互利用

Å同じ学校の生徒に学習教室を利用していることを知られたく

ないという子どももおり、利用する学習教室を選択すること

ができるなど、プライバシーの保護にも配慮している。

４市の

利用者

社会福祉協議会・日本郵便と連携した食糧支援高校生への切れ目ない支援の連携事例

41

○ 子どもの学習・生活支援事業では、他自治体の学習教室を相互利用できるよう市町村間での連携や、郵便

局等と連携して食糧支援を行う等の取組が行われている。
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○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者へ

の支援ニーズは増大し、非正規雇用の労働者やひとり親世

帯などのほか、個人事業主やフリーランス、学生等の従来

とは異なる支援層が顕在化している。

○ こうした新型コロナの影響により、自治体では福祉分野

に留まらず、税、医療、年金、労働などの他分野との連携

を強化している。

また、NPO法人や社会福祉法人等による独自の取組とし

て、フードバンクによる食糧提供や、社会福祉法人による

「地域における公益的な取組」の一環とした現物給付など

の取組が行われており、こうした独自の取組と連携しなが

ら、多様なニーズに応じた支援が取り組まれている。

ḱ

○ コロナ禍において顕在化した従来とは異なる支援層など、多様

な支援ニーズに応えるために、どのような分野・機関と連携して

いくか。

○ 福祉以外の他分野との連携強化をどう図っていくか。

○ 行政機関に留まらず、NPO法人や社会福祉法人等の民間団体と

の連携を進めていく方策をどう考えるか。



３．地域づくり・居場所づくりについて



議論の視点と資料構成

45

ʾ地域づくり、居場所づくりの在り方について

ー 生活困窮者を含む様々な課題を抱える地域住民が、地域でともに生き生きと生活するための地域づくり・

居場所づくりの在り方の検討

ể ךּףּ אל

ể ḭ ể ṇ ṇ וֹףּ ךּ

〈第１回論点整理検討会〉

○ 制度、支援者目線で支えるだけではなく、地域の方が相互に「気にかける」という関係性の理解促進や、

ＳＯＳを発する方法を学ぶ場が必要ではないか。（池田構成員）

○ １８歳を超えて、家族・親を頼れない若者への支援について、地域作りや居場所作り、孤独孤立対策とも

関係するテーマとして、横断的課題検討班でも扱うべきではないか。（朝比奈構成員）
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高知県宿毛市

他機関と連携した取組

○ 自立相談支援機関のある建物敷地内のスペースに、地元企業

や関係団体の協力のもと、農場（あったかファーム）を設置。

○ ひきこもりの方が農作業を行うのみならず、高齢者による農

場指導や近隣高校による農場管理など、様々な主体の居場所・

交流の場として機能している。

宮城県栗原市

○ 自殺防止、悩み相談を目的として、自立相談支援機関が、地

域のお寺の住職と共に、家以外の居場所作りのカフェを開催。

○ 自殺対策を主眼に置いた「栗原市いのちを守る総合対策計

画」を策定し、自立相談支援機関の他、多重債務や健康等の専

門相談との連携体制の構築や情報発信を行うことで、経済的困

窮や社会的孤立の防止に取り組んでいる。

京都府京丹後市

○ 閉鎖された保育所を活用し、社会的に孤立している人をサ

ポートする目的で、拠点施設「黒部の居場所『ひまわり』」を

平成２８年１月にオープン。

○ 拠点施設では、ひきこもりなどで外に出ることに慣れていな

い人を対象とした社会参加支援のほか、労働者協同組合と連携

した就労体験による居場所づくり事業等を実施し、自立相談支

援機関が利用につなげている。

○ 地域住民を対象としたイベントを定期的に開催することで、

多世代交流イベント等を通じた地域との繋がりや、1次産業等

の地域資源を活用した都市農村交流を行うなど、支えあい、助

け合う地域づくりに取り組んでいる。

あったかファーム

住職による居場所づくりカフェ

社会的孤立者支援拠点施設

※令和2年度実績
社会参加支援：4人 就労体験：18人 施設利用者約1,000人

○ 10年以上、医療受診を拒否してい

たひきこもりの利用者が、参加者と

のやりとりのなかで、令和3年10月に

受診を承諾し、健康状態がよくなっ

てきたという事例があがっている。

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

において、居場所づくりの取組を行っていると回答した自治体の事例を基に、困窮室でヒアリングを実施して整理したもの。

○ 自立相談支援機関や関係者などが連携し、地域住民が広く集い、交流することができる場づくりの取組が

広まってきている。

46
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○ 兵庫県芦屋市では、就労準備支援事業の中で、「寄ってカフェ」や「つどい場くろまつ」を開催し、社会参加が

難しいと感じる方に居場所を提供することにより、社会参加能力を育んでいる。

寄ってカフェ

令和２年度

１８名参加（４・５月中止）

βオンラインでの参加も含む。

つどい場くろまつ

○ 毎週月曜日（祝日・都合により休みになる場合あり）に定期

的に開催している。

○ 就労の悩み・コミュニケーションに自信がもてなかったり、

人と話すことに慣れていないなど、同じ悩みをもつ方同士が、

一緒に作業体験やプログラム参加を通じて交流をしている。

○ コロナ禍においてはオンラインで開催を続けるなど、工夫し

ながら実施を継続している。

β就労準備支援事業

（出典）芦屋市ホームページを参考に厚生労働省作成 47

兵庫県芦屋市の取組

○ 年齢を問わず、家から出られない、ひきこもり気味、

人と話す機会を持ちたい等の悩みを持つ方や家族を対象に、

居場所となるカフェを定期的に開催。（毎月１回）

○ 相談の場に行くことに抵抗がある方が、“カフェ”という

名前に親しみを感じられ、気軽に参加できたとの声があった。

○ コロナ禍においてはオンラインで開催を続けるなど、

工夫しながら実施を継続している。

関係が希薄な方々の居場所

気軽に寄ってって～

馴染めないなぁ・・・。

β就労準備支援事業

馴染めないなぁ・・・。

こんな体験したよ～ やるやん

そうなんだ～

就労などの悩みを持つ方の居場所



98.4%

62.5%

45.2%

32.1%

10.6%

9.3%

47.1%

34.9%

14.1%

51.9%

43.3%

46.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学習支援

居場所の提供・相談等

家庭訪問での相談支援・助言

体験活動・ボランティア活動等

企業見学・職業体験

大学等学校見学

高校生世代に対する支援

小学生等に対する学習支援や生活習慣の改善等…

保護者向け相談会・講座・交流会の開催

電話やメールによる個別相談

家庭訪問による対面相談・助言

進学に必要な公的支援等の情報提供

その他

子どもの学習・生活支援事業の支援内容

子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組

○ 子どもの学習・生活支援事業では、「居場所の提供・相談等」を行っている割合は６割となっている。

○ 支援の効果として、「居場所を通じて学習教室への参加が促進された」と回答する自治体が約４割、「居

場所を通じて、対象となる子ども・世帯の早期発見・早期支援につながった」、「居場所を通じた定期面談

等による細やかなフォローがなされ、高校中退防止につながった」と回答する自治体が約２割となっている。

子どもの学習・生活支援事業における居場所づくりの取組

48※ 令和２年度厚生労働省社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」（北海道総合研究調査会）

割合

子どもの基本的な生活習慣の孤立や生活リズムの向
上等がみられるようになった

59.9%

日常生活における挨拶や言葉遣い、ルールを守るな
どの社会性の育成が図られた

48.4%

居場所を通じて対象となる子ども・世帯の早期発
見・早期支援につながった

23.7%

居場所を通じて学習教室への参加が促進された 38.8%

体験活動等を通じて利用者が以前よりも前向きに自
分の将来をとらえるようになった

30.4%

関係機関との連携により、多様な進路の選択に向け
た助言が行えるようになった

29.8%

地域企業との連携体制が構築できた 5.4%

居場所を通じた定期面談等による細やかなフォロー
がなされ、高校中退防止につながった

20.2%

親への養育支援等を通じた家庭全体への支援により、
世帯の自立につながった

19.6%

その他 23.7%

支援の効果

n=312
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¸主な実施方法

Å対象者：０～２０歳

Å事業内容：個別指導型学

習支援、居場所事業

Å委託先：社会福祉法人、

NPO法人

¸地域資源を活用し、季節のイベントを中心とした居場所づくり

を実施

Å居場所づくりの活動として実施している遠足（博物館や科学館

等）、富士登山、福祉フェスティバルへの参加、クリスマス

会、祝う会等のイベントを通じて、様々な経験を積む機会を提

供

¸子どもの健全育成プログ

ラムの策定

Å教育・労働・青少年等の

関係部局と作成した子ど

もの総合支援のための手

引き書

¸アウトリーチ支援の実施

Å福祉事務所へ子ども支援員を配

置し、家庭や関係機関等に出向

いて個別相談を実施。

主な取組 主な取組

¸主な実施方法

Å対象者：小学１年生～高校

３年生

Å事業内容：個別及び集団形

式の学習支援、居場所事業

Å委託先：株式会社

¸「ほっとカフェコース」による居場所づくりを実施

Åゲームやスポーツ、イベント準備、手作り体験等を行ったり、

学年の違う子どもやスタッフと話をしたりという自由なスタイ

ル。近隣の学校施設で、月に一度スポーツも行う。毎回ドリン

クと軽食等を提供しており、スタッフと一緒に調理や盛りつけ、

後片付けにも参加している。

¸学習室コース

Å学校教科の予習、復習等の

ほか、高校受験、大学受験

のサポート

¸イベント・教育相談

¸高校卒業後を視野に入れた連携

先との支援実施

Å就労支援センターの支援員と協

力して高校生以上を対象とした

金銭教育プログラムを実施。

49
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○ 支援の現場では、公的機関への相談に心理的ハードルを

感じる方や他者とのつながりが長らく途切れていた方など

を支援につなぐ一環として、居場所づくりの取組が進んで

おり、関係性の維持やコミュニケーション能力の育成など

の効果が見られている。

○ こうした取組を進めるにあたっては、生活困窮者だけで

なく、地域住民が広く集い、交流することによって、地域

社会からの孤立を防ぐことにつながるため、地域住民の理

解を得ることが重要となっている。

ḱ

○ 居場所づくりの取組における課題は何か。

○ 地域住民の理解を得ながら、こうした取組を進めていく方策を

どう考えるか。
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ể 相談支援

【介護】地域包括支援センターの運営

【障害】障害者相談支援事業

【子ども】利用者支援事業

【困窮】自立相談支援事業

Ễ

参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組
では対応できない狭間のニーズについて、就労
支援や見守り等居住支援などを提供

ễ 地域づくりに向けた支援

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定め
るもの（地域介護予防活動支援事業）

【介護】生活支援体制整備事業

【障害】地域活動支援センター事業

【子ども】地域子育て支援拠点事業

【困窮】生活困窮者の共助の基盤づくり事業（※１）

Ệ
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能

ệ
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

Ỉ 支援プランの作成（※２）

ךּ ṕ 106 Ệ Ễ Ṗ

（注）生活困窮者の共助の基盤づくり事業、生活困窮者の福祉事務所未設置町村による相談支援事業は、第３号柱書に含まれる。
（※１）令和４年度要求においては、「地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」に代わり、地域における取組の活性化を図る事業

として、「生活困窮者支援等のための地域づくり事業」を要求中。
（※２）支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業
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ễ

七飯町 伊勢市
妹背牛町 名張市

鷹栖町 鳥羽市
津別町 伊賀市
遠野市 御浜町
矢巾町 長浜市

秋田県 大館市 守山市
川越市 米原市
鳩山町 豊中市

松戸市 大阪狭山市
市原市 和歌山県 和歌山市

世田谷区 鳥取県 北栄町
八王子市 松江市

神奈川県 逗子市 大田市
富山県 氷見市 美郷町
石川県 小松市 広島県 廿日市市

福井県 坂井市 愛媛県 宇和島市
長野県 飯田市 福岡県 久留米市

岡崎市 大分県 津久見市

豊田市
東海市
大府市

長久手市 ※42自治体

東京都

島根県

愛知県

北海道
三重県

岩手県

滋賀県

埼玉県
大阪府

千葉県
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ễ

札幌市 栃木市 鎌倉市 名古屋市 奈良市 高知市

釧路市 小山市 藤沢市 豊橋市 桜井市 四万十市

京極町 那須塩原市 小田原市 半田市 宇陀市 本山町

厚真町 さくら市 茅ヶ崎市 豊川市 三郷町 いの町

広尾町 那須烏山市 秦野市 稲沢市 田原本町 中土佐町

平内町 市貝町 村上市 知多市 高取町 黒潮町

今別町 壬生町 関川村 阿久比町 王寺町 福岡市

蓬田村 野木町 富山市 東浦町 吉野町 大牟田市

外ヶ浜町 高根沢町 高岡市 武豊町 大淀町 八女市

鰺ヶ沢町 那珂川町 金沢市 松阪市 川上村 小郡市

西目屋村 太田市 輪島市 桑名市 和歌山県 橋本市 古賀市

藤崎町 館林市 白山市 鈴鹿市 鳥取市 うきは市

大鰐町 上野村 能美市 亀山市 米子市 糸島市

田舎館村 みなかみ町 野々市市 彦根市 倉吉市 岡垣町

板柳町 玉村町 越前市 近江八幡市 八頭町 大刀洗町

盛岡市 さいたま市 美浜町 栗東市 湯梨浜町 佐賀県 佐賀市

岩泉町 狭山市 山梨県 甲州市 甲賀市 琴浦町 長崎市

仙台市 草加市 長野市 野洲市 島根県 出雲市 五島市

涌谷町 日高市 伊那市 高島市 岡山市 佐々町

能代市 ふじみ野市 駒ヶ根市 東近江市 総社市 熊本市

湯沢市 川島町 飯山市 竜王町 美作市 山鹿市

鹿角市 木更津市 下諏訪町 亀岡市 西粟倉村 菊池市

由利本荘市 野田市 富士見町 精華町 広島市 合志市

井川町 柏市 原村 堺市 呉市 大津町

大潟村 浦安市 飯綱町 枚方市 竹原市 菊陽町

山形市 中央区 岐阜市 八尾市 尾道市 御船町

天童市 墨田区 大垣市 高石市 大竹市 益城町

福島市 目黒区 関市 阪南市 東広島市 中津市

須賀川市 中野区 恵那市 熊取町 宇部市 竹田市

川俣町 杉並区 美濃加茂市 太子町 山口市 杵築市

楢葉町 豊島区 静岡市 姫路市 長門市 九重町

土浦市 江戸川区 浜松市 明石市 美祢市 都城市

古河市 立川市 熱海市 芦屋市 徳島県 小松島市 延岡市

那珂市 三鷹市 伊豆市 伊丹市 高松市 日向市

東海村 青梅市 函南町 川西市 宇多津町 三股町

調布市 小山町 加東市 琴平町 都農町

小金井市 吉田町 たつの市 伊予市 門川町

小平市 愛南町 美郷町

国分寺市 高千穂町

国立市 鹿屋市

狛江市 中種子町

多摩市 ※233自治体　 宇検村

西東京市 ※令和３年度 国庫補助協議状況を踏まえて整理したもの（令和３年10月現在） 和泊町

鹿児島県

大分県

山口県

静岡県 兵庫県
茨城県

宮崎県
香川県

愛媛県

広島県

大阪府
山形県

東京都

岐阜県

福島県

岩手県

埼玉県
長崎県

宮城県

長野県

岡山県

秋田県

熊本県千葉県

京都府

石川県
三重県

群馬県

鳥取県

滋賀県

福井県

北海道

栃木県

神奈川県

愛知県
奈良県

高知県

青森県

新潟県

福岡県

富山県
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